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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第５区分
【発行日】平成20年7月3日(2008.7.3)

【公表番号】特表2008-516836(P2008-516836A)
【公表日】平成20年5月22日(2008.5.22)
【年通号数】公開・登録公報2008-020
【出願番号】特願2007-536259(P2007-536259)
【国際特許分類】
   Ｂ６０Ｆ   3/00     (2006.01)
   Ｂ６２Ｋ  17/00     (2006.01)
   Ｂ６２Ｍ   9/08     (2006.01)
   Ｂ６２Ｍ  11/06     (2006.01)
   Ｂ６０Ｋ  17/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ６０Ｆ   3/00    　　　Ａ
   Ｂ６２Ｋ  17/00    　　　　
   Ｂ６２Ｍ   9/08    　　　Ａ
   Ｂ６２Ｍ  11/06    　　　Ａ
   Ｂ６２Ｍ  11/06    　　　Ｂ
   Ｂ６０Ｋ  17/04    　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成20年4月11日(2008.4.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　出力シャフトを有する原動機と入力シャフトを有する変速伝動装置と船舶推進ユニット
とを含むパワートレーンを備えた、跨座位置を取る使用者用の水陸両用車であって、前記
原動機が、前記船舶推進ユニットを駆動するように、かつ前記変速伝動装置を介して前記
車両の少なくとも１つの路面車輪を駆動するように構成され、前記変速伝動装置の入力シ
ャフトの回転軸が車両の横軸および長手軸の両方に平行に延びる平面に対して傾斜し、か
つ、前記原動機の出力シャフトに対しても傾斜するように、前記変速伝動装置が取り付け
られた、水陸両用車。
【請求項２】
　前記変速伝動装置の入力シャフトの前記回転軸が車両の横方向および長手方向平面に対
し略直角に配設された、請求項１に記載の水陸両用車。
【請求項３】
　前記変速伝動装置の入力シャフトの前記回転軸が車両の横方向および長手方向平面に対
し４５度から９０度の間の角度に配設された、請求項１に記載の水陸両用車。
【請求項４】
　前記変速伝動装置の入力シャフトの前記回転軸が車両の横方向および長手方向平面に対
し６０度の角度に配設された、請求項１または３に記載の水陸両用車。
【請求項５】
　前記変速伝動装置の入力シャフトの前記回転軸が車両の略垂直方向に延在する、請求項
１ないし４のいずれかに記載の水陸両用車。
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【請求項６】
　前記変速伝動装置の入力シャフトが車両の略下向き方向に延在するように前記変速伝動
装置が配置される、請求項１ないし５のいずれかに記載の水陸両用車。
【請求項７】
　前記平面が前記原動機の出力シャフトの回転軸を含む、請求項１ないし６のいずれかに
記載の水陸両用車。
【請求項８】
　前記原動機の出力シャフトの回転軸が略水平方向に延びる、請求項７に記載の水陸両用
車。
【請求項９】
　前記原動機の出力シャフトの回転軸が車両の長手方向に延びる、請求項１ないし８のい
ずれかに記載の水陸両用車。
【請求項１０】
　前記船舶推進ユニットが入力シャフトを有し、前記船舶推進ユニットの入力シャフトの
回転軸が車両の長手方向に延びるように、前記船舶推進ユニットが配置される、請求項１
ないし９のいずれかに記載の水陸両用車。
【請求項１１】
　前記変速伝動装置が無段変速伝動装置である、請求項１ないし１０のいずれかに記載の
水陸両用車。
【請求項１２】
　前記変速伝動装置が出力シャフトをも含む、請求項１ないし１１のいずれかに記載の水
陸両用車。
【請求項１３】
　前記変速伝動装置の出力シャフトの回転軸が前記変速伝動装置入力シャフトの回転軸に
略平行である、請求項１２に記載の水陸両用車。
【請求項１４】
　前記変速伝動装置出力シャフトが車両の略下向き方向に延びる、請求項１２または１３
に記載の水陸両用車。
【請求項１５】
　前記パワートレーンがディファレンシャルをさらに備え、車両の少なくとも２つの路面
車輪がそれを介して駆動され、前記ディファレンシャルが前記変速伝動装置の出力シャフ
トから駆動される入力シャフトを有し、前記ディファレンシャルの入力シャフトの回転軸
が前記平面に対し略直角である、請求項１２ないし１４のいずれかに記載の水陸両用車。
【請求項１６】
　駆動力が駆動チェーンまたはベルトを介して前記変速伝動装置の出力シャフトから前記
ディファレンシャルの入力シャフトに伝達される、請求項１５に記載の水陸両用車。
【請求項１７】
　前記パワートレーンが、前記原動機から前記船舶推進手段および／または前記変速伝動
装置に駆動力を選択的に連結するための伝達ボックスをさらに含む、請求項１ないし１６
に記載の水陸両用車。
【請求項１８】
　前記伝達ボックスが、前記変速伝動装置への駆動力の回転方向を反転するための手段を
含む、請求項１７に記載の水陸両用車。
【請求項１９】
　駆動力を９０度転向して伝達するために、前記原動機と前記変速伝動装置との間の駆動
ラインに１対の傘車をさらに含む、請求項１ないし１８に記載の水陸両用車。
【請求項２０】
　前記傘歯車が傘歯車ボックス内に収容され、前記傘歯車ボックスが入力シャフトと、前
記変速伝動装置の入力シャフトに接続するための第１出力シャフトとを有し、前記第１出
力シャフトが前記傘歯車ボックスの入力シャフトの回転軸に対し直交する回転軸を有し、
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前記傘歯車ボックスが前記船舶推進ユニットを駆動するための第２出力シャフトを有し、
第２出力シャフトの回転軸が前記傘歯車ボックスの入力シャフトの回転軸と一直線上に並
ぶ、請求項１９に記載の水陸両用車。
【請求項２１】
　前記原動機から前記船舶推進ユニットへの駆動力が永久的に連結される、請求項１ない
し２０のいずれかに記載の水陸両用車。
【請求項２２】
　少なくとも１つの路面車輪を車両の逆行方向に駆動させるために２次パワーユニットが
設けられた、請求項１ないし２１のいずれかに記載の水陸両用車。
【請求項２３】
　出力シャフトを有する原動機と入力シャフトを有する変速伝動装置と船舶推進ユニット
とを含むパワートレーンを備えた水陸両用車であって、前記原動機が前記変速伝動装置を
介して前記船舶推進ユニットおよび前記車両の少なくとも１つの路面車輪を駆動するよう
に構成され、前記変速伝動装置の入力シャフトが前記原動機出力シャフトからの駆動ライ
ンと接続するために車両の略下向きの方向に延びるように、前記変速伝動装置が車両に取
り付けられた、水陸両用車。
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